
山形市小規模保育事業の整備に係る事業予定者審査委員会の結果について 

 

令和３年度に小規模保育事業の整備を行う事業予定者について、次のとおり決定しま

した。 

 

法人名 施設規模 計画予定地 開設時期 

株式会社エクシオジャパン 定員 19人 元木一丁目地内 令和４年４月１日 

  

なお、事業予定者については、次のとおりの過程を経て選考しました。 

 

１ 事業予定者の公募 

 募集期間：令和３年４月１５日（木）～６月１８日（金） 

 

２ 応募法人 

 ・株式会社エクシオジャパン 

 

３ 審査委員会 

 (1)開催日 第１回 令和３年７月 ５日（月） 

       第２回 令和３年７月２６日（月） 

 (2)審査委員構成 

   山形市小規模保育事業の整備に係る事業予定者審査委員会設置要綱に基づく委

員３人及び学識経験者３人 

  （副市長、市職員２人、大学教授１人、公認会計士１人、一級建築士１人） 

 (3)審査基準 

   市役所ホームページで公表した審査基準及び第１回審査委員会で定めた審査基

準ごとの評価点数に基づき審査を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 審査基準及び審査結果                       単位：点 

審査基準の

項目 
具体的な内容 

満
点 

株
式
会
社 

エ
ク
シ
オ
ジ
ャ
パ
ン 

１  法人の

事業実績 

法人は、認可保育所、認定こども園又は小規模

保育事業（以下「保育所等」という。）の運営に

おいて十分な事業実績を有しているか。 

４ ２ 

２  施設長

予定者の経

験及び適任

性 

施設長予定者は、小規模保育事業を運営するに

当たり十分な知識、経験等を有する者か。（施設

長の兼務状況有無も考慮する。） 
４ ３ 

３  法人の

経営状況 

経営状況が良好であり、小規模保育事業の設置

運営に支障をきたさないか。（直近の経営状況） 
４ ２ 

４  法人本

部等の設置

状況 

法人本部等の設置状況 

４ ２ 

５  一般指

導監査の実

施結果 

 

運営を実施している山形市内の保育所等（市内

にない場合は県内、県内にない場合は東北管

内）に対し、所管する県等が実施した社会福祉

施設に対する監査結果の状況 

４ ２ 

６  施設創

設の基本的

考え方及び

運営方針 

施設創設の考え方及び運営方針は、適切な内容

であり、具体性があるか。 
８ 6.67 

７  建設資

金の確保状

況 

施設の建設に必要な資金については、その調達

方法等資金計画が確実か。借入金がある場合

（又は賃借物件の所有者に返済金がある場合）

は、償還が確実に履行される見通しが立ってい

るか。 

４ ４ 

８  事業計

画地の選定 

事業計画地を選定した理由には妥当性がある

か。（利用者目線による交通の利便、防災対応

等） 

４ ２ 

９  建設用 建設用地の確保が確実に見込まれるものか。並 ４ ３ 



地の確保 びに、小規模保育事業の認可の取得に障害がな

いか。 

10  土地開

発の確実性 

土地開発が確実に見込まれるものか。 
４ ４ 

11  安全対

策 

自然災害や火災、不審者などへの対策が実施さ

れているか。（ハード的対策及びソフト的対策） 
８ 4.67 

12  地域住

民の理解や

支援を得る

ための取組

状況 

地域から支持され、協力が得られるよう説明会

等を実施しているか。 

４ ３ 

13  施設内

容及び整備

方針 

(1). 乳児室、保育室及び屋外遊戯場の広さは、

関係法令に規定された面積基準を十分に

満たしているか。 

(2). 保育施設として十分な機能及び設備を兼

ね備えており、安全かつ快適な空間づくり

に配慮した仕様となっているか。 

２４ 16.67 

14  人員配

置の計画 

保育サービスを提供するための十分な人員と

施設運営に関わる主要な人材の確保が確実に

見込めるか。 

１６ 12.67 

15  総合的

な評価 

プレゼンテーションでの印象などを総合的に

判断する。 
４ 3.33 

 合計 100 ７１ 

※ 各項目及び合計の得点は委員平均（小数点第三位を四捨五入）である。そのため、各項目の

得点の和は合計の得点と一致しない。 

 

株式会社エクシオジャパンは、全国での小規模保育事業所運営実績を基にした具体

的な運営方針や、保育士育成支援等の保育者確保方策などが評価されました。 

その結果、基準となる「山形市小規模保育事業の整備に係る事業予定者審査基準」に

定める満点の６０％以上である６０点を超える結果となり、事業予定者として適当であ

るとして決定しました。 

 


